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午前９時５６分開会 

○工藤てつや委員長 皆さんおはようございます。 

  定刻前ではございますけれども、皆様おそろい

でございますので、これより議会運営委員会開会

したいと思います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 まず初めに、記録署名員の指

名をいたします。 

  ぬかが委員、土屋委員、よろしくお願いいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、３、議事日程（第４号）

についてを議題といたします。 

○区議会事務局長 令和７年第３回足立区定例会議

事日程（第４号）の案を説明させていただきます。 

  ９月２５日、本日午後１時開議分でございます。 

  開会後、日程第１号、第２号を一括議題とし、

令和７年度各会計補正予算２議案、総務委員会付

託分を２９番はたの昭彦議員の反対討論の後、起

立採決により議決していただきます。 

  反対は共産党、土屋のりこ議員、髙橋まゆみ議

員です。 

  次に日程第３号から第６号までを一括議題とし、

議案４件、総務委員会付託分を簡易採決により議

決していただきます。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に４、次回の議会運営委員

会の招集日についてを議題といたします。 

  こちらについては、１０月１７日金曜日午前１

０時からとなりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  執行機関の退席を認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に陳情の審査に移ります。 

  （１）受理番号６ 政党機関誌も庁内取締規則

を守り、許可のない勧誘・配達・集金は認めない

ように足立区議会として足立区に改善することを

求める陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  事務局は何か変化ございますか。 

○区議会事務局次長 前回の委員会で、品川区が全

会一致で不採択になったことについて何かアンケ

ートは取ったのかと長井委員から質問がありまし

た。改めて確認いたしましたが、港区で実施した

ような政党機関誌に関するアンケートは、品川区

は取っておりませんでした。 

  なお、品川区では、全職員を対象としたハラス

メントに関するアンケートを実施したということ

はマスコミ報道などで確認しておりますので、参

考として御報告させていただきます。 

  以上でございます。 

○工藤てつや委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑ありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○工藤てつや委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは各会派の意見をお願いいたします。 

○伊藤のぶゆき委員 我が会派でいろいろ、うちの

方でも議論はいたしはしたんですけれども、今、

事務局次長がおっしゃったように政党機関誌とい

うものに特化したことがいいのかどうかってあれ

ですけれども、今現時点で足立区の中はどうなっ

ているのかというのは一度アンケートを取っても

いいのではないかということで、我々と、意見と

しては採択で。 
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○たがた直昭委員 うちとしてもいろいろ議論させ

ていただいたんですけれども、アンケートに関し

ては前向きに今後取り組んでいくということであ

りますので、結果を見ながら、結構長丁場になる

かと思いますけれども、うちとしても採択でお願

いします。 

○ぬかが和子委員 この間も申し上げてきましたけ

れども、今、出ていたようなアンケートについて

も、足立区でも品川区と同様にハラスメントに対

するアンケートというのは実施をしていると、そ

れをやっていけばいいだろうと。 

  そして、そうではなくて特化してアンケートを

やるということ自身が、前回申し上げましたよう

に、職員に対する内心の部分に踏み込むというこ

とにもなりかねないと。 

  これは憲法や自治法で保障されている観点から

見ても違うんじゃないかというふうに考えていま

すし、そもそも、この陳情を出されてきたところ

の背景が、最初の回に申し上げましたように、実

態としては、★★に所属している方がパワハラか

ら職員を守る都道府県民の会連絡会の事務局長を

務めていると。 

  そういう中で出されてきた、正体を隠して活動

している中で出されてきている陳情でもあるとい

うこともありますので、当然、採択はすべきでは

ないと。前回同様、不採択で、不採択を申し上げ

たいと思います。 

○へんみ圭二委員 我々も採択なんですけれども、

実際に職員アンケートは行って、実態調査はすべ

きかなというふうに思います。ただ、今、共産党

の方がおっしゃられたような懸念もありますから、

個人の思想信条を調査するような形にならない無

記名でのアンケート、このようなことを、必要で

はないかなと思います。 

○中島こういちろう委員 私たちも採択でお願いい

たします。 

  やはりアンケートを取っていくということが必

要ではないかなというふうに思っております。 

  まだまだそこのとおり、思想信条を問わないよ

うな形でのアンケートが必要ではないかなという

ふうに思います。 

○土屋のりこ委員 アンケートを取られる側の職員

の方の心情というか配慮をして、あんまりそうい

った圧力になるようなことはすべきではないのか

なということを思いますので、不採択です。 

○工藤てつや委員長 それでは採決をいたします。 

  本件は採択すべきものとすることに賛成の方の

挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○工藤てつや委員長 挙手多数であります。よって、

採択すべきものと決定いたしました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、その他に移ります。 

  皆さんの方から何かございますでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○工藤てつや委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは以上で議会運営委員会を閉会いたしま

す。 

午前１０時０３分閉会 


